
平成１９年（ワ）第１９０４・４２７９号 ボランティア基金返還等請求事件 
原  告  鎌  田  ま り み 外３５名 
被  告  アーク・エンジェルズこと林俊彦 

 

調 査 嘱 託 申 立 書 

 

平成１９年 ７月１３日 
 
大阪地方裁判所 第１１民事部合議Ｈ係 御中 
 

原告ら訴訟代理人弁護士  辻     公   雄 

同 弁護士  吉 川 法 生 

同 弁護士  大 西 克 彦 

同 弁護士  阪 口 徳 雄 

 

 【調査嘱託先】 

   （１）〒539-8794 

      大阪府大阪市天王寺区城南寺町９－８ 

      大阪貯金事務センター 

    （２）〒160-0023 
       東京都新宿区西新宿４－１５－３ 
       ジャパンネット銀行 本店営業部 
  【調 査 事 項】 

     広島ドッグぱーくの犬の救済のために集まった寄金と被告による隠匿 

     上記（１）について 

     ①名義人 ア－クエンジェルズ 

     ②口座番号 １４０４０－３１７６０９１１ 

     ③住所 大阪市都島区片町１丁目１番２４号 



     2006年１月１日以降2007年６月末日までの名義人所有の勘定元帳（写

し可）の交付 

     上記（２）について 

     契約者 アークエンジェルズこと林俊彦（１９４７年４月２３日生） 

     口座番号 ５８７２０７０ 

     住所 大阪市都島区片町１丁目１番２４号 

     2006年１月１日以降2007年６月末日までの名義人所有の勘定元帳（写

し可）の交付 

【調 査 理 由】 

     被告は集まった寄付金の額や支出使途について資料に基づいた

明細を明らかにしていない。 

     そこで、寄付金が支払われた金融機関の帳簿により個別及び総額、

集まった日時、支出の額と使途を明らかにしたい。 

以  上 


